
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成３０年７月２４日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第１区瑞穂
み ず ほ

ふ頭物揚場南方沖 

 横浜北水堤
すいてい

灯台から真方位３４４°８８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２８.０′ 東経１３９°３９.２′） 

インシデントの概要  押船第三十七共栄
きょうえい

丸は、バージ第三十八共栄丸を押航して入航

中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 平成３０年８月１４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三十七共栄丸、４９トン 

  １４２０２４ 共栄運輸株式会社 

Ｂ バージ 第三十八共栄丸、約８９２トン 

  なし、共栄運輸株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１.１５ｍ（神

奈川新港） 

日出時刻：０４時４３分ごろ 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、作業員２人を乗せ、船首部をＢ

船の船尾部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成

し、瑞穂ふ頭物揚場（以下「本件ふ頭」という。）に入航中、本件ふ

頭の南方沖の浅所（底質が泥）に座洲した。 

喫水は、Ａ船が船首尾共に約３.０ｍであり、Ｂ船が、船首約２.４

ｍ、船尾約３.０ｍであった。 

 船長は、本件ふ頭への着岸経験はあったが、海図で水路調査を行っ

たことがなく、浅所が拡延していることを知らずに入航した。 

分析  Ａ船押船列は、入航中、船長が浅所の拡延状況を知らずに浅所に向

かって航行したことから、座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、Ａ船押船列が、入航中、船長が浅所の拡延状況

を知らずに浅所に向かって航行したため、座洲したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に海図等で入航予定海域の水路調査を行い、浅所の拡延状況



や水深を把握すること。 

 


